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１．はじめに

１

川内原子力発電所２号機は、平成３０年４月２３日に第２２回

定期検査を開始し、停止中における所要の検査を終了後、８月

２９日に原子炉を起動し、３１日に発電を再開しました。

発電再開後は、徐々に出力を上昇させながら、各設備の運転状態

の確認を行い、９月２８日に定期検査の最終検査である総合負荷

性能検査を終了し、通常運転に復帰しました。



２．定期検査実績

○経 過

平成３０年 ４月２３日 発電停止

８月２９日 原子炉起動
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８月３１日 発電再開

９月２８日 通常運転復帰
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２
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３．定期検査（施設定期検査及び定期事業者検査）

３

格納容器

格納容器スプレイ

格納容器

スプレイ系

燃料取扱建屋

燃料ピット

クレーン

燃料集合体

使用済燃料

ラック

高圧注入系

低圧注入系

蓄圧

タンク

制御棒

加圧器

蒸

気

発

生

器

原子炉容器

1次冷却材ポンプ

燃料

蒸気

タービン 発電機

復水器
水

給水ポンプ

循環水

ポンプ

放水路へ

冷却水(海水)

原子炉を冷却する

放射性物質を

閉じ込める

原子炉を止める

原子力発電所では、原子炉等規制法に基づき、事業者及び国が、設備に異常が無いこと、

「原子炉を止める」、「原子炉を冷やす」、「放射性物質を閉じ込める」の各機能が健全

であること及び重大事故等の対応が可能であることを確認する。



３．定期検査（施設定期検査及び定期事業者検査）

４

・施設定期検査は、原子炉等規制法第４３条３の１５第１項に定められており、

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第４８条第１項により、施設

定期検査が終了した日以降１３ヶ月を超えない時期に実施するよう定められて

いる。

・川内２号第２２回定期検査における施設定期検査：５９項目

○国が行う施設定期検査

○事業者が行う定期事業者検査

・定期事業者検査は、原子炉等規制法第４３条３の１６第１項に定められており、

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第５５条第１項第１号により、

施設定期検査を受けるべき時期に実施するよう定められている。

・川内２号第２２回定期検査における定期事業者検査：１０５項目



３．定期検査（施設定期検査及び定期事業者検査）

５

主 な 設 備 主 な 検 査

原子炉本体、および

原子炉冷却系統設備

ポンプ・弁分解検査、ポンプ・弁機能検査 等

計測制御系統設備 安全保護系機能検査、制御棒駆動系機能検査 等

燃料設備 燃料集合体外観検査、燃料集合体炉内配置検査 等

放射線管理設備 エリアモニタ機能検査 等

放射性廃棄物

処理設備

気体廃棄物処理系機能検査、液体廃棄物処理系機能検査 等

原子炉格納施設 原子炉格納容器漏えい率検査、原子炉格納容器隔離弁機能検査 等

電気設備 非常用ディーゼル発電機分解検査、非常用予備発電装置機能検査

蒸気タービン設備 蒸気タービン開放検査・性能検査



４．主要検査及び点検結果

６

① 原子炉本体、一次冷却系統配管などの供用期間中検査を実施したが、漏えい、

割れなどの異常は認められなかった。

② 加圧器安全弁検査、加圧器逃がし弁検査などを実施したが、異常は認められな

かった。

③ 非常用炉心冷却系の機能検査を実施したが、異常は認められなかった。

④ その他主要弁開閉検査、機器配管弁類についても機能等に異常は認められな

かった。

（１）原子炉本体、および原子炉冷却系統設備



４．主要検査及び点検結果

７

① 安全保護系の機能検査を実施したが、異常は認められなかった。

② 制御棒駆動系機能検査を実施したが、異常は認められなかった。

③ 制御用空気圧縮系機能検査を実施したが、異常は認められなかった。

④ その他核計装装置および一次系制御装置等の検査を実施したが、異常は認め

られなかった。

（２）計測制御系統設備

① 燃料集合体の外観検査を実施したが、異常は認められなかった。

② 燃料集合体の炉内配置検査を実施したが、異常は認められなかった。

（３） 燃料設備

（４） 放射線管理設備

① エリアモニタ機能検査などを実施したが、異常は認められなかった。



４．主要検査及び点検結果

① 非常用予備発電装置機能検査を実施したが、異常は認められなかった。

② その他発電機本体、励磁機、変圧器、しゃ断器などの点検を実施したが、

異常は認められなかった。

（７） 電気設備

① 原子炉格納容器漏えい率検査、原子炉格納容器隔離弁検査などを実施したが、

異常は認められなかった。

（６）原子炉格納施設

① 放射性廃棄物処理設備の点検、機能検査を実施したが、異常は認められな

かった。

（５） 放射性廃棄物処理設備

８



４．主要検査及び点検結果

９

① 定格熱出力一定運転において、総合負荷性能検査を実施した結果、各設備の

運転状態に異常はなく安定した運転ができることを確認した。

（９） プラント総合

① タービン車室の開放点検、附属設備の分解点検を実施したが、異常は認められ

なかった。

② 主蒸気安全弁検査、主蒸気逃がし弁検査などを実施したが、異常は認められな

かった。

③ その他主要弁開閉検査、機器配管弁類についても機能等に異常は認められな

かった。

（８） 蒸気タービン設備



５．定期検査期間中に実施した主な工事

１０

（１）燃料の取替え

燃料集合体１５７体のうち、５２体を新燃料（５５ＧＷｄ／ｔの高燃焼度燃

料）に取り替えた。

（２）蒸気発生器取替工事

長期的な安全・安定運転、定期検査時における伝熱管点検の際の被ばく量低減

や予防保全の観点から、より耐食性に優れた伝熱管材料（TT690合金）を使用した

最新設計の蒸気発生器に取替を行った。

（３）海水ポンプ取替工事

ポンプ起動時に、万一の事故時でも、原子炉の冷却に必要な海水ポンプが

確実に起動するよう、軸受部への潤滑水供給が不要な無給水軸受を採用する

ことにより、信頼性の向上を図った。



５．定期検査期間中に実施した主な工事

１１

○蒸気発生器取替工事の概要

長期的な安全・安定運転、定期検査時における伝熱管点検の際の被ばく量低減

や予防保全の観点から、より耐食性に優れた伝熱管材料（TT690合金）を使用し

た最新設計の蒸気発生器に取替を行った。

①伝熱管振止め金具

[伝熱管支持機能の向上]

２本組 ３本組

②伝熱管材料

[耐食性向上]

インコネル

ＴＴ６００合金

インコネル

ＴＴ６９０合金

③伝熱管支持板

[伝熱管長変更による支持数増加]

７枚 ８枚



５．定期検査期間中に実施した主な工事

１２

○海水ポンプ取替工事の概要

ポンプ起動時に、万一の事故時でも、原子炉の冷却に必要な海水ポンプが確実

に起動するよう、軸受部への潤滑水供給が不要な無給水軸受を採用することによ

り、信頼性の向上を図った。

海水系統

潤滑水系統

モータ冷却水

配管

モータ冷却水

配管

吐出

吐出

無給水軸受

無給水軸受

取水

主軸

主軸

軸受

軸受

軸受潤滑水配管

取水

ポンプ取替



６．定期検査期間中の線量の状況

１３

（１）定期検査期間中の放射線業務従事者の線量（平成３０年４月２３日～平成３０年９月２８日）

区 分

放射線業務

従事者数(人)

総線量

(人・Ｓｖ)

平均線量

(ｍＳｖ)

最大線量

(ｍＳｖ)

社 員 ３８４ ０．０１ ０．０ １．０

社員外 ２，６５９ １．０６ ０．４ ７．８

合 計 ３，０４３ １．０７ ０．４

（２）定期検査期間中の放射線業務従事者の線量分布（平成３０年４月２３日～平成３０年９月２８日）

区 分 5mSv以下

5mSvを超え

15mSv以下

15mSvを超え

20mSv以下

20mSvを超え

25mSv以下

25mSvを超え

50mSv以下

50mSvを

超える

合 計

社 員 ３８４ ０ ０ ０ ０ ０ ３８４

社員外 ２，６４４ １５ ０ ０ ０ ０ ２，６５９

合 計 ３，０２８ １５ ０ ０ ０ ０ ３，０４３

区 分 測定対象延人数(人) 結 果

社 員 １，００２ 異常なし

社員外 ６，０６５ 異常なし

合 計 ７，０６７

（３）定期検査期間中の放射線業務従事者の内部被ばく（平成３０年４月２３日～平成３０年９月２８日）



７．まとめ

１４

当社は、今後とも、安全確保を最優先に、

発電所の安全、安定運転に努めてまいります。


